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1.12 作業者の被ばく線量の管理等 

○ 現存被ばく状況における放射線防護の基本的な考え方 

 現存被ばく状況において放射線防護方策を計画する場合には，害よりも便益を大き

くするという正当化の原則を満足するとともに，当該方策の実施によって達成される

被ばく線量の低減について，達成できる限り低く保つという最適化を図る。 

○ 所要の放射線防護上の措置及び作業時における放射線被ばく管理措置の範囲 

 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」に基づいて定めた管理区域及び

周辺監視区域に加え，周辺監視区域と同一な区域を管理対象区域として設定し，放射

線業務に限らず業務上管理対象区域内に立ち入る作業者を放射線業務従事者として現

存被ばく状況での放射線防護を行う。 

○ 遮へい，機器の配置，遠隔操作，換気，除染等 

 放射線業務従事者が立ち入る場所では，外部放射線に係わる線量率を把握し，放射

線業務従事者等の立入頻度，滞在時間等を考慮した遮へいの設置や換気，除染等を実

施するようにする。なお，線量率が高い区域に設備を設置する場合は，遠隔操作可能

な設備を設置するようにする。 

○ 放射性物質の漏えい防止 

 放射性物質濃度が高い液体及び蒸気を内包する系統は，可能な限り系外に漏えいし

難い対策を講じる。また，万一生じた漏えいを早期に発見し，汚染の拡大を防止する

場合は，機器を独立した区域内に配置したり，周辺にせきを設ける等の対策を講じる。 

○ 放射線被ばく管理 

 上記の放射線防護上の措置及び作業時における放射線被ばく管理措置を講じること

により，作業時における放射線業務従事者が受ける線量が労働安全衛生法及びその関

連法令に定められた線量限度を超えないようにするとともに，現存被ばく状況で実施

可能な遮へい，機器の配置，遠隔操作を行うことで，放射線業務従事者が立ち入る場

所の線量及び作業に伴う被ばく線量を，達成できる限り低減するようにする。 

 さらに，放射線防護上の措置及び作業時における放射線被ばく管理措置について，

長期にわたり継続的に改善することにより，放射線業務従事者が立ち入る場所におけ

る線量を低減し，計画被ばく状況への移行を目指すこととする。 

 

 詳細は，下記の項目を参照。 
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